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3-1 完成

配点：-7.5 配点：-15

施工管理がやや優れている。 他の評価に該当しない。 施工管理がやや劣って
いる。

 施工管理が劣ってい
る。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

d ecba

(第三次評定者)［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。（※ 施工プロ）とは施工プロセスチェックでチェックされた項目である。

 
２
 
施
工
状
況
 
―

共
通
―

工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。

中間検査及び段階確認の手続きが事前になされている。（※ 施工プロ 41）

配点：+2.5 配点：0

施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場
条件を反映したものとなっていることが確認できる。（※施工プロ33、34、35、36）

施工管理が優れている。

・・・

配点：+5 
 
Ⅰ
 
施
工
管
理

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックし
た評価項目数を分子とし、比率（％）で評価する。

評価方法評価値が90％以上

評価値が80％未満

社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。

建退共の証紙が適切に配布され、管理されている。（※施工プロ09）

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。（※施工プロ37）

・・・

評価値が80％以上～90％未満

その他

・・・

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

（理由：

施工体制一般に関
して、監督員から
の文書による改善
指示に従わなかっ
た。

上記該当事項があれば ・ d 上記該当事項があれば ・ e

施工体制一般に関
して、監督員が文
書による改善指示
を行った。

評価対象項目（赤字の番号は必須評価対象項目）

施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。（下請け
金額合計3,000万円以上の場合）（※ 施工プロ 10,13）

下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。

品質証明体制が確立され、関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確
認できる。

現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出しているこ
とが確認できる。（※施工プロ33）

下請届・施工体制表が整備されている。（下請け金額合計3,000万円以下の場合）

約款第１８条第1項(1)から(5)に基づく設計図書の照査を行い、施工がなされている。（※ 施工プロ
31）

建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。（※ 施工プロ 45,46）

品質確保のための対策等、施工に関する独自の工夫が見られる。（※施工プロ38）

工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。（※ 施工
プロ 34）



④

※　総合評価落札方式で技術提供されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□をチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ
評価とする。
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細別 工種
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①

②

③

④

出来形の測定方
法又は測定値が
不適切であった
ため、検査員が
不合格による修
補指示を行っ
た。

出来形の測定方
法又は測定値が
不適切であった
ため、監督員が
文書で指示を行
い改善された。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

配点：0配点：+2.5 配点：-10 配点：-20

d e

(第三次評定者)［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

a' ba cb'

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
―

土
木
工
事
―

評価対象項目

出来形の測定が、
必要な測定項目に
ついて所定の測定
基準に基づき行わ
れており、測定値
が規格値を満足
し、そのばらつき
が規格値の概ね80%
以内で、下記の
「評定対象項目」
のうち3項目以上が
該当する。

出来形の測定が、
必要な測定項目に
ついて所定の測定
基準に基づき行わ
れており、測定値
が規格値を満足
し、そのばらつき
が規格値の概ね50%
以内で、下記の
「評定対象項目」
のうち3項目以上が
該当する。

出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理されている。

出来形の測定が、
必要な測定項目に
ついて所定の測定
基準に基づき行わ
れており、測定値
が規格値を満足
し、そのばらつき
が規格値の概ね50%
以内で、下記の
「評定対象項目」
のうち4項目以上が
該当する。

※　総合評価落札方式で技術提供されている事項については、評価項目から除外する。

※　ばらつきの判断は別紙-4参照。

出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。

出来形管理項目を設定していない工事は「C」評価とする。

出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系で
ある。

出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。

配点：+10 配点：+7.5 配点：+5

3-2-1 完成

管理図の記載内容が正確で整理が行き届いている。

写真撮影要領の撮影項目、時期、頻度を満足している。

出来形測定において、不可視部分が写真で的確に判断できる。

自社の管理基準を設定し、管理している。

出来形管理図及び出来形管理表に創意工夫がある。

出来形の測定が、
必要な測定項目に
ついて所定の測定
基準に基づき行わ
れており、測定値
が規格値を満足
し、a～b'に該当し
ない。

出来形の測定が、
必要な測定項目に
ついて所定の測定
基準に基づき行わ
れており、測定値
が規格値を満足
し、そのばらつき
が規格値の概ね80%
以内で、下記の
「評定対象項目」
のうち2項目以上が
該当する。
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